
4,989億円の内数（4,813億円の内数）
（１）質の高い支援の提供【拡充】

・児童発達支援センターの機能を強化し、地域の障害児通所支援事業所の全体の質の底上げに向けた取組、地域の障害児の発達支援の入口
としての相談機能等の支援を適切に行うことができるための支援を行う。

・障害児が地域や住み慣れた場所で暮らせるようにするために必要な障害児支援に係る経費（児童福祉法に基づく入所や通所に係る給付
等）を確保する。また、障害福祉サービス等報酬改定について、物価高騰・賃金上昇、経営の状況、支え手が減少する中での人材確保の必要性
等を踏まえ、利用者が必要なサービスが受けられるよう、必要な改定率を確保する。(障害福祉サービス等報酬：＋1.12％)

【令和５年度補正予算】

○ 地域障害児支援体制強化事業の拡充 15億円
児童発達支援センターの機能強化により、地域全体の障害児支援体制を強化するとともに、地域のこども達の集まる様々な場におけるイン
クルージョンの取組や、乳幼児健診等の機会を通じた早期の発達支援の取組を推進する。

○ 地域におけるこどもの発達相談と家族支援の機能強化事業 1億円
地域の保健、子育て、教育、福祉等の関係者と医師、心理職、ソーシャルワーカー等が連携して、こどもの発達相談や家族支援を行い、必要

な支援につなげる。

○ 障害児支援事業所における福祉・介護職員の処遇改善 42億円
必要な障害福祉人材を確保するため、令和６年の民間部門における春闘に向けた賃上げの議論に先んじて、障害児支援事業所に従事する
職員の更なる処遇改善を行う。

○ 医療的ケア児等総合支援事業の拡充 8億円
医療的ケア児や重症心身障害児を一時的に預かる環境を整備し、家族の負担軽減等を実現。
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（２）地域社会の参加・包摂の推進【拡充】
・児童発達支援センターの機能を強化し、地域のインクルージョンの推進のための取組への支援を行う。

（３）地域の支援体制の強化【拡充】

・児童発達支援センターの機能を強化し、地域の障害児通所支援事業所の全体の質の底上げに向けた取組、地域のインクルージョンの推進
のための取組、地域の障害児の発達支援の入口としての相談機能等の支援を適切に行うことができるための支援を行う。

・医療的ケア児等への支援の充実を図るため、「医療的ケア児支援センター」の設置や協議の場の設置、医療的ケア児等コーディネーター
の配置を推進するとともに、関係機関等の連携促進、関係情報の集約・発信、支援者の養成、日中の居場所作り、活動の支援等を総合的
に実施する。

・聴覚障害児への支援の中核機能の整備を図るため、保健･医療･福祉･教育の連携強化のための協議会の設置や保護者に対する相談支援、人
工内耳・補聴器・手話の情報等の適切な情報提供、聴覚障害児の通う学校等への巡回支援、障害福祉サービス事業所等への研修の実施な
どへの支援を行う。

・児童発達支援センターを中核とした地域の障害児支援体制の強化等の取組が全国各地域で進むよう、国や都道府県等による状況把握や助言
等の広域的支援を進めることにより、地域の支援体制の整備を促進する。

【令和５年度補正予算】

○ 地域障害児支援体制強化事業の拡充 15億円
児童発達支援センターの機能強化により、地域全体の障害児支援体制を強化するとともに、地域のこども達の集まる様々な場におけるイン
クルージョンの取組や、乳幼児健診等の機会を通じた早期の発達支援の取組を推進する。（再掲）

【令和５年度補正予算】

○ 地域支援体制整備サポート事業 1億円
児童発達支援センターを中核とした地域の障害児支援体制の強化等の取組が全国各地域で進むよう、国や都道府県等による状況把握や助

言等の広域的支援を進めることにより、地域の支援体制の整備を促進する。
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